
○高島市人工血液透析者通院費助成金等交付要綱 

平成17年1月1日 

告示第97号 

改正 平成18年8月1日告示第159号 

平成29年4月1日告示第36号 

(目的) 

第1条 この告示は、人工血液透析者(以下「透析者」という。)が医療機関に通院するために要

する費用の一部を助成することにより、透析者の通院負担の軽減を図り、もって福祉の増進

に寄与することを目的とする。 

(定義) 

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 通院 腎臓機能障害者が、その者の住居と医療機関との間を人工透析治療のため往復す

ることをいう。 

(2) 公共交通機関 一般乗合旅客自動車、一般乗用旅客自動車および鉄道をいう。 

(3) 福祉有償運送事業 道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項ただし書きに該当

する事業の許可を受けた事業者およびケア輸送サービス事業者をいう。 

(4) 助成券 高島市福祉総合交通利用助成事業実施要綱(平成18年高島市告示第28号)第5条

第1号で定める福祉タクシー・バス助成券をいう。 

(助成) 

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、市内に住所を有し次の各号のいずれにも該当す

る者に対して予算の範囲内で、助成金または助成券(以下「助成金等」という。)の交付によ

る方法をもって助成するものとする。 

(1) 人工透析治療法を受けるため、月8回以上通院する者 

(2) 前年度に納付すべき市町村民税額(所得割)が3万3,000円未満の世帯 

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けていない者 

(助成金等の額等) 

第4条 助成金等の額は、次に掲げるとおりとする。 

助成対象者 世帯区分 基準額 助成率 助成方法 



専ら車椅子を利用しな

ければ通院できない者

または家族等の介護が

得られず福祉有償運送

事業による輸送を利用

しなければ通院できな

い者(以下「福祉有償運

送事業利用者」とい

う。) 

前年度に納付すべき市

町村民税が非課税とな

る世帯 

通院1回当たりの福

祉有償運送事業利用

料に年間通院予定日

数を乗じて得た額 

3分の2以

内 

助成券 

前年度に納付すべき市

町村民税が課税となる

世帯のうち、市民税額

(所得割)が3万3,000円

未満となる世帯 

通院1回当たりの福

祉有償運送事業利用

料に年間通院予定日

数を乗じて得た額 

2分の1以

内 

助成券 

 

助成対象者 世帯区分 自宅から通院医療機

関までの最短距離 

月額 助成方法 

自家用自動車または公

共交通機関を利用して

通院する者(以下「公共

交通機関等利用者」と

いう。) 

前年度に納付すべき市

町村民税額(所得割)が

3万3,000円未満となる

世帯 

2キロメートル以上

10キロメートル未満 

1,000円 助成金 

10キロメートル以上

20キロメートル未満 

2,000円 助成金 

20キロメートル以上

および市外通院者 

3,000円 助成金 

(助成金等の申請等) 

第5条 助成金等の申請は、福祉有償運送利用者にあってはあらかじめ人工血液透析者通院費助

成金等交付申請書(様式第1号)に、公共交通機関等利用者にあっては人工血液透析者通院費助

成金等交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 身体障害者手帳の写し 

(2) その他市長が必要と認める書類 

(助成額の決定および助成券の交付) 

第6条 市長は、前条による申請があったときは、その内容を審査の上助成の可否を決定し、人

工血液透析者通院費助成金等交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとす

る。 



2 前項により助成の決定を受けた福祉有償運送利用者に対しては、助成券を交付するものとす

る。 

3 交付する助成券は、再交付しないものとする。 

(助成金等の返還) 

第7条 市長は、虚偽の申請等不正な手段により当該助成金等を受給した者に対して、その一部

または全部について返還させることができる。 

(その他) 

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

付 則 

(施行期日) 

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町人工血液透析者通院費助成金交付要綱

(平成7年マキノ町告示第52号)、今津町人工血液透析者通院費助成金交付要綱(平成10年今津

町告示第93号)、安曇川町人工透析通院交通費助成事業実施要綱または新旭町人工透析通院交

通助成事業実施要綱(平成7年新旭町告示第21号)(以下「合併前の告示」という。)の規定によ

りなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものと

みなす。 

3 この告示の規定は、平成17年度以降の申請に係る助成金について適用し、平成16年度の申請

に係る助成金については、なお合併前の告示の例による。 

付 則(平成18年8月1日告示第159号) 

この告示は、平成18年8月1日から施行し、平成18年度分の助成金等から適用する。 

 

 

 

 

 



 

 

様式第1号(第5条関係) 

様式第2号(第5条関係) 

様式第3号(第6条関係) 

 


